
地方税法等の一部を改正する法律要綱 

第１ 地方税法の一部改正 

１ 道府県民税及び市町村民税 

（１）令和九年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、同一

生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を六十二万円以下（改正前は

五十八万円以下）とする。（第二十三条、第二百九十二条関係） 

（２）所得割の納税義務者が、自己の同族会社である法人との合計で株式等の保有割

合が百分の三以上となる内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等について、

引き続き総合課税の対象とした上で、配当割の対象とする。（第二十三条、第三十

二条、第三百十三条関係） 

（３）令和十年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、ひと

り親控除の額を三十三万円（改正前は三十万円）とする。（第三十四条、第三百十

四条の二関係） 

（４）都道府県又は市区町村（以下「都道府県等」という。）に対する寄附金に係る寄

附金税額控除について、以下の措置を講ずる。（第三十七条の二、第三百十四条の

七、附則第五条の五、第五条の六、第七条の二、第七条の三、改正法附則第三条、

第十一条関係） 

イ 総務大臣による特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基

準（以下「指定基準」という。）に、次に掲げる基準その他都道府県等による寄

附金の使途に係る基準に適合するものであることを加える。 

（イ）都道府県等が指定対象期間において受領する寄附金の合計額から当該指

定対象期間における募集に要する費用を控除して得た額（以下「寄附金活

用可能額」という。）が当該寄附金の合計額の百分の六十に相当する金額以

上であること。 

（ロ）寄附金活用可能額の使途に関する事項について、公表すること。

ロ 総務大臣は、指定をした都道府県等が指定対象期間の初日前四年以内に指定

基準に適合していなかったと認めるときは、指定を取り消すことができること

とする。 

ハ 総務大臣は、指定を取り消すときは、指定の取消しを受ける都道府県等につ

いて、三年以内の期間を定めて指定を行わない旨の決定をしなければならない

こととする。 

ニ 特例控除額の控除限度額を、所得割額の百分の二十に相当する金額と次に掲

げる金額とのいずれか低い金額とする。 

（イ）道府県民税 七十七万二千円（所得割の納税義務者が指定都市の区域内

に住所を有する場合には、三十八万六千円） 

（ロ）市町村民税 百十五万八千円（所得割の納税義務者が指定都市の区域内

に住所を有する場合には、百五十四万四千円） 

ホ 特例控除額の計算上用いる人的控除差調整額について、前年分の所得税に係

る基礎控除の額から四十八万円を控除して得た額を加算する。 

へ 指定対象期間の初日が次の表に掲げる期間に属する場合におけるイの（イ）



 
 

の適用については、イの（イ）の「百分の六十」とあるのは、それぞれ次の表に

掲げる字句とする。 

令和八年十月一日から令和九年九月三十日まで 百分の五十二・五 

令和九年十月一日から令和十年九月三十日まで 百分の五十五 

令和十年十月一日から令和十一年九月三十日まで 百分の五十七・五 

ト 指定対象期間の初日が令和十一年九月三十日までの期間に属する場合におけ

るロの適用については、ロの「指定対象期間の初日前四年以内」とあるのは、

「令和七年十月一日から指定対象期間の初日の前日までの間」とする。 

（５）公的年金等（所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものに限る。）の支

払を受ける一定の公的年金等受給者について、公的年金等受給者の扶養親族等申

告書を提出するものとする。（第四十五条の三の三、第三百十七条の三の三関係） 

（６）利子割について、以下の措置を講ずる。（第七十一条の二十五、第七十一条の二

十六関係） 

イ 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に一定の率を乗じ

て得た額を、各道府県ごとの利子割清算基準額に応じて按分し、当該按分した

額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。 

ロ 他の道府県に対し支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額は、

関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。 

ハ 利子割清算基準額は、各道府県ごとに、当該道府県内に住所を有する個人に

係る所得の金額に相当する金額として一定の方法により算定した額で当該年度

の初日の属する年の前年前三年内の各年に係るものを平均した額とする。 

（７）居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を令和九年十

二月三十一日まで延長する。（附則第四条関係） 

（８）特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を令和九年十二月三十一日

まで延長する。（附則第四条の二関係） 

（９）特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、租税

特別措置法第四十一条の十七第一項各号に掲げる期間内に特定一般用医薬品等購

入費を支払った場合に本特例措置を適用する措置を講ずる。（附則第四条の五関係） 

（10）住宅借入金等特別税額控除について、以下の措置を講ずる。（附則第五条の四関

係） 

イ 居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合に係る控除限度額

の計算上用いる所得税の課税総所得金額等について、前年分の所得税に係る基

礎控除の額から四十八万円を控除して得た額を加算する。 

ロ 適用期限を令和二十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに居住

年が令和十二年であるものまで延長する等所要の措置を講ずる。 

（11）肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を令和十二

年度分の個人の道府県民税及び市町村民税まで延長する。（附則第六条関係） 

（12）非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置に

ついて、以下の措置を講ずる。 

イ 上場株式等を受け入れる非課税口座につき契約不履行等事由が生じた場合、



 
 

当該契約不履行等事由による当該非課税口座の廃止の際、当該非課税口座内の

上場株式等の配当等の支払及び譲渡があったものとして配当割及び株式等譲渡

所得割を課すること。（附則第三十三条の二の二、第三十五条の三の三関係） 

ロ 各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、非課税口座内の少額

上場株式等に係る譲渡所得等の金額とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等の金

額とを区分して計算すること。（附則第三十五条の三の二関係） 

（13）土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例について、適用停止期限を令

和十一年三月三十一日まで延長する。（附則第三十三条の三関係） 

（14）優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税

の特例について、以下の措置を講ずる。（附則第三十四条の二関係） 

イ 適用期限を令和十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税まで延長する。 

ロ 租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに掲げる土

地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等が、その

譲渡をした時において地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特

別警戒区域又は浸水被害防止区域内に存する場合には、本特例措置の適用がで

きないこととする。 

（15）所得割の納税義務者が特定暗号資産の譲渡をした場合には、当該特定暗号資産

の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、他の所得と分離して道

府県民税百分の二、市町村民税百分の三（当該納税義務者が指定都市の区域内に

住所を有する場合には、道府県民税百分の一、市町村民税百分の四）の税率によ

り申告を通じて所得割を課する。（附則第三十五条の三の六関係） 

（16）所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定暗号資産の譲渡に係る

損失の金額は、当該納税義務者の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度と

して、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。（附則第三十

五条の三の七関係） 

（17）法人税割の課税標準である法人税額について、特別試験研究を行った場合の法

人税額の特別税額控除の適用を受ける前の額とする措置を講ずる。（第二十三条、

第二百九十二条関係） 

（18）法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業技術基盤強化税制にお

ける繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別税額控除の適用を受

けた額とする措置を講ずる。（附則第八条関係） 

（19）法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の特別試験研究を

行った場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする措置を講ずる。（附

則第八条関係） 

（20）法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の地方活力向上地

域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受け

た額とする措置を廃止する。（附則第八条関係） 

（21）法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の給与等の支給額

が増加した場合の法人税額の特別税額控除（全法人向けの措置に限る。）の適用を

受けた額とする措置を廃止する。（附則第八条関係） 

（22）法人税割の課税標準である法人税額について、特定生産性向上設備等を取得し



 
 

た場合の法人税額の特別税額控除の適用を受ける前の額とする措置を講ずる。（第

二十三条、第二百九十二条関係） 

（23）法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の特定生産性向上

設備等を取得した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする措置を

講ずる。（附則第八条関係） 

（24）法人税割の課税標準である法人税額について、重点産業技術試験研究を行った

場合の法人税額の特別税額控除の適用を受ける前の額とする措置を講ずる。（第二

十三条、第二百九十二条関係） 

（25）法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の重点産業技術試

験研究を行った場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする措置を講

ずる。（附則第八条関係） 

 

 ２ 事業税 

（１）銀行等保有株式取得機構に係る資本割の課税標準の特例措置を、必要な経過措

置を講じた上、廃止する。（附則第九条関係、改正法附則第六条関係） 

（２）電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合にお

いて控除される収入金額の範囲に、次の場合における電気供給業を行う法人の一

定の収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を令和十一年三月三十一

日まで延長する。（附則第九条関係） 

  イ 当該電気供給業を行う法人が他の電気供給業を行う法人から電気事業法に規

定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。 

  ロ 当該電気供給業を行う法人が発電事業等を行う場合において、当該電気供給

業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する発電等用電気工作物と一般送配電

事業者等が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般

送配電事業者等に対して電気事業法に規定する託送供給に係る料金（これに相

当する額を含む。）を支払うとき。  

  ハ 当該電気供給業を行う法人が特定送配電事業を行う場合において、当該電気

供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する電線路と一般送配電事業者が

維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業

者に対して、電気事業法に規定する託送供給に係る料金を支払うとき。 

  ニ 当該電気供給業を行う法人が配電事業を行う場合において、当該電気供給業

を行う法人が、一般送配電事業者の供給区域内において電気事業法に規定する

託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業者に対して配電事業に係る定期支

払額を支払うとき。  

  ホ 当該電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、配電事業

者が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において電気事業法に規定する託

送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業者に対して配

電事業に係る定期支払額を支払うとき。  

（３）株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る資本割の課税標準の特例措置

の適用期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。（附則第九条関係） 

（４）給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準の特例措置について、



 
 

次の措置を講ずる。（附則第九条関係） 

イ 適用対象を常時使用する従業員の数が二千人以下である法人に限ることとす

る。  

ロ 適用要件を継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する

増加割合が百分の四以上（改正前は百分の三以上）であることとする。 

（５）一般送配電事業者の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において

控除される収入金額の範囲に、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日ま

での間に開始する各事業年度分の事業税に限り、当該一般送配電事業者が広域系

統整備計画に定める電気工作物の整備又は更新の実施（以下「地域間連系線の整

備等」という。）を行う他の一般送配電事業者又は送電事業者に地域間連系線の整

備等に必要な費用として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準

の特例措置を講ずる。（附則第九条関係） 

 

３ 地方消費税 

事業者がデジタルプラットフォームを介して行う次に掲げる資産の譲渡のうち、国

税庁長官の指定を受けた第二種プラットフォーム事業者を介してその対価を収受する

ものについては、第二種プラットフォーム事業者が行ったものとみなすほか、所要の

規定の整備を行う。（第七十二条の七十八、第七十二条の八十の三、第七十二条の八十

の四関係） 

（１）国外事業者が国内において行う資産の譲渡（これに付随して行われる資産の譲

渡等を含むものとし、特定少額資産の譲渡に該当するものを除く。） 

（２）事業者が行う特定少額資産の譲渡 

 

 ４ 不動産取得税 

（１）免税点について、土地の取得にあっては十六万円（改正前は十万円）に、家屋

の取得のうち、建築に係るものにあっては六十六万円（改正前は二十三万円）、そ

の他のものにあっては三十四万円（改正前は十二万円）に引き上げる。（第七十三

条の十五の二関係） 

（２）診療所の開設者又は管理者が医療法に規定する区域のうち一定の区域において

取得する診療所の用に供する一定の不動産について、当該取得が令和十年三月三

十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を

価格から控除する課税標準の特例措置を講ずる。（附則第十一条関係） 

（３）マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者又はマンション

敷地売却組合が、マンション建替事業又はマンション敷地売却事業により取得す

る特定要除却認定マンション又はその敷地に係る非課税措置について、対象をマ

ンションの再生等の円滑化に関する法律に規定する施行者、マンション等売却組

合又はマンション除却組合が、マンション再生事業、マンション等売却事業又は

マンション除却事業により取得する要除却等認定マンション若しくはその敷地、

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法に規定する一定の災害により大規

模一部滅失をしたマンション若しくはその敷地又は滅失をしたマンションの敷地

の用に供されていた土地とした上、その適用期限を令和十年三月三十一日まで延



 
 

長する。（附則第十条関係） 

（４）公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会（以下「博覧会協会」という。）

が取得する国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博

覧会（以下「博覧会」という。）の会場内において博覧会の用に供する家屋又は博

覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋に係る非課税措置

について、博覧会協会がこれらの家屋を所有しているときに取得者とみなす日を

令和十年三月一日（改正前は博覧会の終了の日から六月を経過する日）とする。

（附則第十条の二関係） 

（５）次のとおり非課税措置等の適用期限を延長する。 

イ 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、

西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株

式会社が取得する一定の事業の用に供する不動産並びに独立行政法人日本高速

道路保有・債務返済機構が取得する一定の業務の用に供する不動産に係る非課

税措置の適用期限を令和十八年三月三十一日まで延長する。（附則第十条関係） 

ロ 鉄道事業者が取得する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定す

る鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する一定の不動

産に係る非課税措置の適用期限を令和十年三月三十一日まで延長する。（附則第

十条関係） 

ハ 都市緑地法に規定する都市緑化支援機構が一定の業務により取得する土地に

係る非課税措置の適用期限を令和十年三月三十一日まで延長する。（附則第十条

関係） 

ニ 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日か

ら一年（本則六月）を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を令和十三年

三月三十一日まで延長する。（附則第十条の三関係） 

ホ 新築住宅特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について、土地取得後の

住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を令和十三年三月

三十一日まで延長する。（附則第十条の三関係） 

ヘ 河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上

に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得す

る代替家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和十年三月三十一日まで

延長する。（附則第十一条関係） 

ト 中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に従っ

て行う事業の譲受けにより取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の

適用期限を令和十年三月三十一日まで延長する。（附則第十一条関係） 

チ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する認

定医療機関開設者が認定再編計画に記載された医療機関の再編の事業により取

得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和十年三月三十

一日まで延長する。（附則第十一条関係） 

（６）次のとおり課税標準の特例措置等を改める。 

イ 新築住宅特例適用住宅及びその土地に係る課税標準の特例措置等について、

一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特



 
 

別警戒区域若しくは浸水被害防止区域の区域内にある住宅（建替えにより新築

された一定の住宅等を除く。）又は市街化調整区域のうち土砂災害警戒区域若し

くは一定の浸水想定区域の区域内にある住宅（建替えにより新築された一定の

住宅等を除く。）（以下「特定区域内住宅」という。）及びその土地を適用対象か

ら除外する。（第七十三条の十四、第七十三条の二十四関係） 

ロ 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定計画に基づき取得する認定

事業の用に供する不動産に係る課税標準の特例措置について、事業区域の全部

又は一部が同法に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内にある認定事業

にあっては一定のものに限定した上、その適用期限を令和十一年三月三十一日

まで延長する。（附則第十一条関係） 

ハ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築

に係る課税標準の特例措置について、特定区域内住宅を適用対象から除外した

上、その適用期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。（附則第十一条関係） 

（７）東日本大震災に係る特例措置を、必要な経過措置を講じた上、次のとおり改め

る。（附則第五十一条、改正法附則第八条関係） 

イ 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋（以下「被災家屋」という。）

の所有者等が、当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋（以下「代

替家屋」という。）を取得した場合における、当該代替家屋に係る課税標準の特

例措置について、対象を被災家屋が福島県の区域内に所在し、又は所在してい

たものに限定した上、その適用期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。 

ロ 被災家屋の敷地の用に供されていた土地（以下「従前の土地」という。）の所

有者等が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと

道府県知事が認める土地を取得した場合における、当該土地に係る課税標準の

特例措置について、対象を従前の土地が福島県の区域内にあるものに限定した

上、その適用期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。 

（８）東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地であ

ると農業委員会等が認めるものの平成二十三年三月十一日における所有者（農業

を営む者に限る。）等が、当該農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地を

取得した場合における、当該農用地に係る課税標準の特例措置を廃止する。（附則

第五十一条関係） 

  

 ５ 軽油引取税 

   軽油引取税の税率の特例措置を廃止するほか、所要の規定の整備を行う。（附則第十

二条の二の八、第十二条の二の九、第五十三条関係） 

 

 ６ 自動車税 

（１）令和八年四月一日に自動車税の環境性能割を廃止し、現行の種別割を自動車税

とするほか、所要の規定の整備を行う。（第二章第八節関係） 

（２）排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない自動車は税率を軽減し、

初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重課する

特例措置について、次のとおり延長する。（附則第十二条の三関係） 



 
 

イ 環境負荷の少ない自動車 

 令和八年度及び令和九年度に初回新規登録を受けた一定の自動車について、

当該登録の翌年度分の税率の概ね百分の七十五を軽減する特例措置を講ずる。 

ロ 環境負荷の大きい自動車 

次に掲げる自動車（電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合

メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いるハイブリッド自

動車並びに自家用の乗用車（三輪の小型自動車であるものを除く。）、一般乗合

用のバス及び被けん引自動車を除く。）に対する次に定める年度以後の年度分に

ついて、税率の概ね百分の十五（バス及びトラックについては概ね百分の十）

を重課する特例措置を講ずる。 

（イ）ガソリン自動車又は石油ガス自動車で平成二十七年三月三十一日までに

初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年

を経過した日の属する年度 

（ロ）軽油自動車その他の（イ）に掲げる自動車以外の自動車で平成二十九年

三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日

から起算して十二年を経過した日の属する年度 

 

 ７ 固定資産税及び都市計画税 

（１）免税点について、家屋にあっては三十万円（改正前は二十万円）に、償却資産

にあっては百八十万円（改正前は百五十万円）に引き上げる。（第三百五十一条関

係） 

（２）令和六年能登半島地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されて

いた土地で令和五年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措

置の適用を受けたもの（以下「令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地」とい

う。）のうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又

は一部について、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において住宅用地と

して使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用

地とみなして、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の

規定を適用する。（附則第十六条の三関係） 

（３）令和五年度に係る賦課期日において令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地

を所有し、又はその共有持分を有していた者（以下「令和六年能登半島地震に係

る被災住宅用地の共有者等」という。）が、令和八年度又は令和九年度に係る賦課

期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若

しくは一部について共有持分を有している場合には、令和八年度又は令和九年度

に係る賦課期日において令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地の共有者等が

所有し、又は共有持分を有している一定の被災住宅用地の全部又は一部のうち家

屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和八年

度分又は令和九年度分の固定資産税及び都市計画税については、当該土地を住宅

用地とみなして、課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する。（附則第十

六条の三関係） 

（４）令和六年能登半島地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地



 
 

の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、令和八年度分又

は令和九年度分の固定資産税についても各区分所有者が当該土地の持分の割合等

により按分した額について納付する義務を負うものとする。（附則第十六条の三関

係） 

（５）仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が令和六年能登半島地震に係る

被災住宅用地等である場合において、当該被災住宅用地等につき登記簿等に所有

者として登記等がされている当該被災住宅用地等の所有者等をもって当該仮換地

等に係る所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する令和八年度分

又は令和九年度分の固定資産税及び都市計画税については、当該仮換地等を令和

六年能登半島地震に係る被災住宅用地等とみなして、固定資産税及び都市計画税

の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する。（附則第十六条の三関係） 

（６）物資の流通の効率化に関する法律に規定する総合効率化事業者が、総合効率化

計画に基づき実施する流通業務総合効率化事業により取得した一定の家屋及び償

却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次のと

おり見直した上、その対象資産の取得期限を令和十年三月三十一日まで延長する。

（附則第十五条関係） 

イ 対象を物資の流通の効率化に関する法律に規定する認定貨物自動車中継輸送

事業者等が認定貨物自動車中継輸送実施計画に基づき実施する貨物自動車中継

輸送事業の用に供するために新設し、又は増設した一定の特定貨物自動車中継

輸送施設及び当該特定貨物自動車中継輸送施設に附属する一定の構築物とする。 

ロ イに掲げる一定の特定貨物自動車中継輸送施設について、固定資産税及び都

市計画税の課税標準を最初の五年度間は価格の二分の一の額とし、イに掲げる

一定の構築物について、固定資産税の課税標準を最初の五年度間は価格の四分

の三の額とする。 

（７）都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定事業により取得した一定の公

共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税

標準の特例措置について、次のとおり見直した上、その対象資産の取得期限を令

和十一年三月三十一日まで延長する。（附則第十五条関係） 

イ 対象を一定の家屋及び償却資産のうち都市再生特別措置法に規定する公共施

設その他一定のものの用に供するものとする。 

ロ 事業区域の全部又は一部が都市再生特別措置法に規定する特定都市再生緊急

整備地域の区域内にある認定事業にあっては一定のものに限定する。 

（８）再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する一定の発

電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直した上、

その対象資産の取得期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。（附則第十五条

関係） 

イ 次に掲げる設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準

をその価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において

市町村の条例で定める割合（大臣配分資産又は知事配分資産にあっては二分の

一）を乗じて得た額とする。 

（イ）太陽光発電設備のうち、一定のもの 



 
 

（ロ）水力発電設備のうち、一定の規模未満のもの 

（ハ）地熱発電設備のうち、一定の規模以上のもの 

（ニ）バイオマス発電設備のうち、一定の規模未満のもの 

ロ 風力発電設備のうち、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律

に規定する認定公募占用計画において設置する旨が記載されたものに係る固定

資産税の課税標準の特例措置について、課税標準をその価格に五分の三を参酌

して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合

（大臣配分資産又は知事配分資産にあっては五分の三）を乗じて得た額とする。 

ハ 次に掲げる設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準

をその価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において

市町村の条例で定める割合（大臣配分資産又は知事配分資産にあっては三分の

二）を乗じて得た額とする。 

（イ）風力発電設備のうち、次のいずれかに該当するもの 

ａ 港湾法の占用の許可を受けた者が、当該占用の許可に係る同法に規定

する港湾区域内水域等において設置した設備 

ｂ 地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進

事業計画において整備する旨が記載された設備 

ｃ 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電

の促進に関する法律に規定する認定設備整備計画において整備する旨が

記載された設備 

（ロ）地熱発電設備（イの（ハ）に掲げるものを除く。） 

ニ 水力発電設備（イの（ロ）に掲げるものを除く。）に係る固定資産税の課税標

準の特例措置について、課税標準をその価格に四分の三を参酌して十二分の七

以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合（大臣配分

資産又は知事配分資産にあっては四分の三）を乗じて得た額とする。 

（９）農地中間管理機構が農地中間管理権を取得し、その存続期間が十年以上である

一定の農地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次

のとおり見直した上、その農地中間管理権の取得期限を令和十年三月三十一日ま

で延長する。（附則第十五条関係） 

イ 対象を農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の区域内にある一定の農

地とする。 

ロ 農地中間管理権の存続期間が十五年以上である一定の農地について、固定資

産税及び都市計画税の課税標準を当該農地中間管理権を取得した日の属する年

の翌年の一月一日（当該取得の日が一月一日である場合には、同日）を賦課期

日とする年度から三年度間（改正前は五年度間）は、その価格の二分の一の額

とする。 

（10）農業協同組合等が取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法に規定する認定就農

者（同法の規定による公告があった地域計画において地図に表示された農用地等

に係る農業を担う者に限る。）の利用に供する一定の機械装置等に係る固定資産税

の課税標準の特例措置について、対象に農地中間管理機構が取得する一定の機械

装置等を加えた上、その対象資産の取得期限を令和十年三月三十一日まで延長す



 
 

る。（附則第十五条関係） 

（11）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「高齢者移動等

円滑化法」という。）に規定する特別特定建築物（以下「特別特定建築物」という。）

に該当する一定の家屋のうち、主として実演芸術の公演の用に供する施設である

ことにつき証明がされ、かつ、一定の改修工事を行い、高齢者移動等円滑化法に

規定する一定の基準に適合することにつき証明がされたものに係る固定資産税及

び都市計画税の減額措置について、次のとおり見直した上、その対象資産の改修

期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。（附則第十五条の十一関係） 

イ 対象を特別特定建築物に該当する家屋のうち、政府の補助を受けて一定の改

修工事を行い、高齢者移動等円滑化法に規定する建築物移動等円滑化基準又は

建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき証明がされ

た一定のものとする。 

ロ 当該家屋に係る固定資産税額及び都市計画税額（当該額が当該改修工事に要

した費用の額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当

する額）の三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市

町村の条例で定める割合（改正前は三分の一）に相当する額を減額する。 

（12）次のとおり非課税措置等の適用期限を延長する。 

イ 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、

西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株

式会社が一定の事業の用に供する固定資産並びに独立行政法人日本高速道路保

有・債務返済機構が一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都

市計画税の非課税措置について、その適用期限を令和十八年三月三十一日まで

延長する。（附則第十四条関係） 

ロ 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象

資産の取得期限を令和十年三月三十一日まで延長する。（附則第十五条関係） 

ハ 国内航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産

を令和九年度までに新たに固定資産税が課されるものとする。（附則第十五条関

係） 

ニ 首都直下地震対策特別措置法に規定する首都直下地震緊急対策区域等におい

て地震防災対策の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特

例措置について、その対象資産の取得期限を令和十一年三月三十一日まで延長

する。（附則第十五条関係） 

ホ 水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した一定の浸水防止用

設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期

限を令和十一年三月三十一日まで延長する。（附則第十五条関係） 

ヘ 水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地に係る固定資

産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、浸水被害軽減地区の指定

期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。（附則第十五条関係） 

ト 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が一

定の一体型滞在快適性等向上事業により整備した滞在快適性等向上施設等の用

に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措



 
 

置について、その整備期限を令和十年三月三十一日まで延長する。（附則第十五

条関係） 

チ 河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された

土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上

に取得する代替家屋に係る固定資産税の減額措置について、その取得期限を令

和十年三月三十一日まで延長する。（附則第十五条の八関係） 

リ 耐震改修が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資

産の改修期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。（附則第十五条の九関係） 

ヌ 高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する

一定の改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対

象資産の改修期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。（附則第十五条の九

関係） 

ル 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住

宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和十三

年三月三十一日まで延長する。（附則第十五条の九関係） 

ヲ 耐震改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなった

ものに係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和十

三年三月三十一日まで延長する。（附則第十五条の九の二関係） 

ワ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住

宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものに係る固定資産税の

減額措置について、その対象資産の改修期限を令和十三年三月三十一日まで延

長する。（附則第十五条の九の二関係） 

カ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物

等に該当する一定の家屋のうち、政府の補助を受けて一定の耐震改修を行い、

一定の基準に適合することにつき証明がされたものに係る固定資産税の減額措

置について、その対象資産の改修期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。

（附則第十五条の十関係） 

（13）次のとおり課税標準の特例措置等を改める。 

イ 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律

に規定するバイオ燃料製造業者が同法に規定する認定生産製造連携事業計画に

従って実施する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備に係る固定

資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直した上、その対象資産

の取得期限を令和十年三月三十一日まで延長する。（附則第十五条関係） 

（イ）木竹を原材料として製造される燃料を製造するための一定の設備に係る

課税標準をその価格の六分の五（改正前は四分の三）の額とする。 

（ロ）脂肪酸メチルエステルを製造するための一定の設備に係る課税標準をそ

の価格の四分の三（改正前は三分の二）の額とする。 

ロ 新築住宅及び新築中高層耐火建築住宅に係る固定資産税の減額措置について、

一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特

別警戒区域若しくは浸水被害防止区域の区域内にある住宅（建替えにより新築

された一定の住宅等を除く。）又は市街化調整区域のうち土砂災害警戒区域若し



 
 

くは一定の浸水想定区域の区域内にある住宅（建替えにより新築された一定の

住宅等を除く。）を適用対象から除外した上、その対象資産の新築期限を令和十

三年三月三十一日まで延長する。（附則第十五条の六関係） 

ハ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に係る

固定資産税の減額措置について、一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急

傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域若しくは浸水被害防止区域の区域

内にある住宅（建替えにより新築された一定の住宅等を除く。）又は市街化調整

区域のうち土砂災害警戒区域若しくは一定の浸水想定区域の区域内にある住宅

（建替えにより新築された一定の住宅等を除く。）を適用対象から除外した上、

その対象資産の新築期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。（附則第十五

条の七関係） 

（14）東日本大震災に係る特例措置を、必要な経過措置を講じた上、次のとおり改め

る。（附則第五十六条、改正法附則第十四条、第十七条関係） 

イ 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土

地で平成二十三年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措

置の適用を受けたもの（以下「東日本大震災に係る被災住宅用地」という。）の

所有者等が、当該東日本大震災に係る被災住宅用地に代わるものと市町村長が

認める一定の土地を取得した場合の当該土地を住宅用地とみなして固定資産税

及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置

について、対象を東日本大震災に係る被災住宅用地が福島県の区域内にあるも

のに限定した上、その対象資産の取得期限を令和十一年三月三十一日まで延長

する。 

ロ 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が当該滅失し、若

しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は

当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋に係る

固定資産税及び都市計画税の減額措置について、対象を滅失し、又は損壊した

家屋が福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限定した上、その対

象資産の取得期限又は改築期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。 

（15）次に掲げる課税標準の特例措置を、必要な経過措置を講じた上、廃止する。 

イ 日本貨物鉄道株式会社が取得した一定の新造車両に係る固定資産税の課税標

準の特例措置（附則第十五条、改正法附則第十四条関係） 

ロ 東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域

内に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める

償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した

場合の当該改良された部分に係る固定資産税の課税標準の特例措置（附則第五

十六条、改正法附則第十四条関係） 

 

 ８ 軽自動車税 

（１）令和八年四月一日に軽自動車税の環境性能割を廃止し、現行の種別割を軽自動

車税とするほか、所要の規定の整備を行う。（第三章第三節関係） 

（２）排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない三輪以上の軽自動車の税



 
 

率を軽減する特例措置として、令和八年度及び令和九年度に初回車両番号指定を

受けた一定の三輪以上の軽自動車について、当該車両番号指定の翌年度分の税率

の概ね百分の七十五を軽減する。（附則第三十条関係） 

 

９ 事業所税 

   特定農産加工業経営改善等臨時措置法に規定する特定農産加工業者等が承認を受け

た経営改善措置等に関する計画に従って実施する事業の用に供する一定の施設に対す

る資産割の課税標準の特例措置について、以下の措置を講ずる。（附則第三十三条関係） 

（１）特例措置の対象を令和十年三月三十一日までに承認を受けた経営改善措置等に

関する計画に従って実施する事業の用に供する一定の施設とする。 

（２）適用期間を当該事業が法人の事業である場合には経営改善措置等に関する計画

の承認を受けた日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、

当該事業が個人の事業である場合には経営改善措置等に関する計画の承認を受け

た日から五年を経過する日の属する年分までとする。 

 

 10 その他 

（１）国税犯則調査手続の見直しに伴い、地方税犯則調査手続について、次のとおり

見直しを行う。 

イ 電磁的記録に係る証拠収集手続について、次の措置を講ずる。 

（イ）当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、裁判官が

あらかじめ発する許可状により、電磁的記録を保管する者又は電磁的記録

を利用する権限を有する者に対して、次に掲げる方法（電磁的記録を利用

する権限を有する者に対しては、電磁的記録を記録媒体に記録させるもの

に限る。）により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令（以下「電

磁的記録提供命令」という。）をすることができることとする。また、その

命令違反に対する罰則を設ける。（第二十二条、第二十二条の四関係） 

ａ 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出

させる方法 

ｂ 電気通信回線を通じて電磁的記録をその命令をする者の管理に係る記

録媒体に記録させ又は移転させる方法 

（ロ）当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要がある

ときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対

し、一年を超えない期間を定めて、みだりに電磁的記録提供命令を受けた

こと等を漏らしてはならない旨を命ずることができることとする。この場

合において、その必要がなくなったときは、自ら又はその命令を受けた者

の請求により、これを取り消さなければならないこととする。また、その

命令違反に対する罰則を設ける。（第二十二条、第二十二条の四関係） 

（ハ）当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的記録につ

いて、その内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をする

ことができることとする。（第二十二条の九関係） 

（ニ）当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令の許可状の提示をするため必要が



 
 

あるときは、裁判官の許可を受けて、人の住居等に入ることができるとと

もに、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができることとする。

（第二十二条の十一関係） 

ａ 錠を外すこと。 

ｂ 何人に対しても、当該徴税吏員の許可を受けないでその提示をする場

所に出入りすることを禁止すること。 

ｃ ｂの処分に従わない者について、これを退去させ、又はその提示が終

わるまでこれに看守者を付すること。 

（ホ）当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令をするときは、その身分を証明す

る証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければな

らないこととする。（第二十二条の十二関係） 

（ヘ）当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令をするに際し必要があるときは、

警察官の援助を求めることができることとする。（第二十二条の十三関係） 

（ト）当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体につい

て留置の必要がなくなったときは、その返還を受けるべき者にこれを還付

しなければならないこととする。（第二十二条の十七関係） 

（チ）当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令（電磁的記録を記録媒体に移転さ

せるものに限る。）により提出させた記録媒体につき留置の必要がなくなっ

た場合において、当該電磁的記録提供命令を受けた者と当該記録媒体の保

管者等が異なるときは、当該電磁的記録提供命令を受けた者に対し、当該

記録媒体の交付をし、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない

こととする。（第二十二条の十八関係） 

（リ）当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録につ

いて、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由

がなくなったときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当

該電磁的記録の複写を許さなければならないこととする。（第二十二条の十

八の二関係） 

（ヌ）当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験

を有する者に電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体又は提供させ

た電磁的記録についての鑑定を嘱託することができることとする。（第二十

二条の十九関係） 

（ル）通告処分により納付すべき金額等の範囲に、電磁的記録提供命令により

提出させた記録媒体の運搬及び保管に要した費用を加える。（第二十二条の

二十八関係） 

（ヲ）地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を

得ない場合において、電磁的記録提供命令があるときは、その解除を命じ

なければならないこととする。（第二十二条の三十一関係） 

（ワ）その他電磁的記録提供命令をする場合における通信履歴の電磁的記録の

保全要請、目録の提供、夜間の許可状の提示の制限及び調書の作成につい

て、所要の措置を講ずるほか、記録命令付差押えを廃止する。（第二十二条

の四、第二十二条の六、第二十二条の十五、第二十二条の二十、第二十二



 
 

条の二十四関係） 

ロ 許可状について、書面によるほか、電磁的記録によることができることとす

る。また、許可状が電磁的記録による場合には、裁判官により記名押印に代わ

る措置がとられたものでなければならないこととする。（第二十二条の四、第二

十二条の十九関係） 

ハ 通信履歴の電磁的記録の保全要請について、書面により又は電磁的記録によ

り求めることができることとする。（第二十二条の六関係） 

ニ 領置目録等について、書面又は電磁的記録をもって作成し、領置物件の所有

者等に提供しなければならないこととする。ただし、電磁的記録をもって作成

する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない

こととする。（第二十二条の十五関係） 

ホ 捜索証明書について、書面によるほか、電磁的記録をもって作成するものを

提供することができることとする。ただし、電磁的記録をもって作成する証明

書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができないことと

する。（第二十二条の二十三関係） 

ヘ 質問等に係る調書について、書面によるほか、電磁的記録をもって作成する

ことができる。また、その調書が電磁的記録をもって作成されたものである場

合には、当該徴税吏員等により署名押印に代わる措置がとられたものでなけれ

ばならないこととする。（第二十二条の二十四関係） 

ト 検察官への引継ぎについて、次の整備を行う。（第二十二条の三十関係） 

（イ）犯則事件の告発について、書面により又は一定の電磁的方法により行う。 

（ロ）電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体又は提供させた電磁的記

録があるときは、その電磁的記録提供命令に係る調書を添えて、その記録

媒体又は電磁的記録に係る目録とともに検察官に引き継がなければならな

い。 

（ハ）（ロ）の記録媒体又は電磁的記録が検察官に引き継がれたときは、当該記

録媒体は検察官によって押収され、又は当該電磁的記録は検察官がする電

磁的記録提供命令により提供されたものと、それぞれみなす。 

（２）国税徴収法の規定の例により行う特定電子移転財産権の移転命令について命令

違反に対する罰則規定を設ける。（第六十九条の二、第七十一条の二十の二、第七

十一条の四十一の二、第七十一条の六十一の二、第七十二条の六十九の二、第七

十三条の三十七の二、第七十四条の二十八の二、第九十五条の二、第百四十四条

の五十二の二、第百六十九条の二、第二百一条の二、第二百八十六条の二、第三

百三十二条の二、第三百七十四条の二、第四百六十一条の二、第四百八十五条の

四の二、第五百四十二条の二、第六百十四条の二、第六百九十六条の二、第七百

条の六十七の二、第七百一条の十九の二、第七百一条の六十六の二、第七百二十

九条の二、第七百三十三条の二十五の二、第七百三十九条の六関係） 

（３）国税関係法令及び税理士法第五十六条の規定に基づき行政機関の長の間で行う

通知については、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して行うことができ

ることとする。（第七百四十七条の四、第七百四十七条の五関係） 

（４）機構が特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等に委託した場合におい



 
 

て、法人の事業税その他の地方税に係る特定徴収金の納付又は納入における一定

の手続が法定納期限に行われたとき（その税額が一定の金額以下である場合に限

る。）であって、一定の日までにその納付又は納入がされたときは、法定納期限に

おいてされたものとみなして、延滞金に関する規定を適用することとする。（第七

百四十七条の六関係） 

 

第２ 地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその

効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する

暫定措置法の一部改正 

国税徴収法の規定の例により行う特定電子移転財産権の移転命令について命令違反に

対する罰則規定を設ける。（第二十八条の二関係） 

 

第３ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正 

国税徴収法の規定の例により行う特定電子移転財産権の移転命令について命令違反に

対する罰則規定を設ける。（第二十四条の二関係） 

 

第４ 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正 

国税徴収法の規定の例により行う特定電子移転財産権の移転命令について命令違反に

対する罰則規定を設ける。（第二十六条の二関係） 

 

第５ その他 

１ 電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体

の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護が

より重要となっていることに鑑み、できる限り犯則事件と関連性を有しない個人情報

を取得することとならないよう、特に留意しなければならないものとする。（改正法附

則第二十一条関係） 

２ 自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う財源の確保に係る

措置を次のとおり講ずる。（改正法附則第二十二条関係） 

（１）国は、自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方税

の減収に係る安定財源を確保するための具体的な方策について検討し、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（２）国は、（１）の措置が講ぜられるまでの間、（１）の地方税の減収により地方団

体の財政運営に支障を生ずることのないよう、必要な財政上の措置を講ずるもの

とする。 

 ３ その他所要の規定の整備を行う。 

 

第６ 施行期日 

この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。（改正法附則第一条

関係） 

 


